
西田町長に対する問責決議 

 

 西田町長の５年間の町政を評価すれば「パフォーマンスにばかり熱心で，政策の中身は

空っぽで無為無策，見るべき業績はない。」 

一期目の町長選出馬時，「県海田庁舎跡地への庁舎移転」を一丁目一番地政策と位置付

けて推進されている。事業を推進した結果，県との用地取得契約において，県に瑕疵担保

責任を求めない条項の契約を行い，その後に土壌調査を行ったために，本来は県負担とな

るべきヒ素土壌汚染対策費を負担せざるを得なくなった。 

平成３０年７月の西日本豪雨災害に際しても救助活動や被災者支援が遅れ，多くの批判

を受けた。それを教訓に避難体制を再構築中であるが，避難行動要支援者への支援体制等

は遅々として進んでいない。災害復旧工事も本年３月が完了予定と説明しながら，計画策

定及び工事管理が不十分なため終了見込みが後年度にずれ込んでいる。町長は実態を把握

せず対策も打たれていないように見える。 

また，政策立案過程が不透明である。旧千葉家住宅の納屋を千葉蔵に改装する事業や災

害避難時非常用電源確保と説明する学校屋上等へのソーラー設置は，住民福祉と関係ない

民間支援であり，その発想自体理解に苦しむ。併せて行政財産を目的外使用する手続きに

ついても全く検討せず推進し，手続きにも問題があった。 

インフラ整備についても，例えば三迫地区の幹線道である町道６号線バイパス事業は地

元に約束したにもかかわらず完成への努力をしようとせず，なぜか地元要望と異なる町道

１４３号線道路改良事業を強引に推し進めている。民意を無視したやり方は批判されてし

かるべきである。 

中学校給食導入を評価する声もあるが，最初デリバリー方式を提案し，その後議会をは

じめ保護者等の猛反発にあって撤回し，何とかセンター方式にたどり着いたもので，町長

のリーダーシップで実現したとは言えない。 

町長は熱心にイベント等に顔を出しておられるようだが，挨拶だけでは住民ニーズはつ

かめない。必要なのは対話でありパフォーマンスではなくしっかりとニーズを把握した上

で可否を答えるべきである。議会に対しても率直かつ丁寧に自分の考えや思いを説明すべ

きであるが，意思疎通が全く図れていない。 

議会は令和２年３月定例会において，西田町長に対する問責決議案を可決したが，西田

町長には反省した様子もなく，姿勢に変化はない。よって，町長自らの責任を果たすこと

とさらなる反省を強く求める。 

以上，決議する。 
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